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利用者の多い、年末調整済みの給与所得者で、

医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除

に係る還付申告をされる方を対象に、確定申

告書等作成コーナーにおいてスマホ専用画面

を提供。 【平成31年１月から実施】

具体的取組①

○ スマホ専用画面の利用可能対象を、全ての給与所得者や年金収入のある方にも拡大。

【平成32（2020）年１月から実施予定】

○ 更なる利便性向上のため、「源泉徴収票等をスマホのカメラで撮影し、確定申告書等作成コーナー

に自動入力できる機能」の開発について、技術的な課題も含めて検討。 【順次検討】

具体的取組②

「スマホ申告」の実現
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～平成31年１月以降のe-Taxの利用のイメージ～

持ってないなあ。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
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ー
ド
方
式
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ス
ワ
ー
ド
方
式

マイナンバー
カードの取得

ｅ-Taxの開始
届出書の提出

ｅ-TaxのID･
パスワードの受領

申告等データを
作成・送信

ｅ-TaxのID・
パスワード

マイナンバー
カード

ICカード
リーダライタ

申告時に準備するもの

事前準備 申告時

ＩＤ
パスワード

ＩＤ
パスワード

ID

マイナンバー
カードの取得

ｅ-TaxのID･
パスワードの受領

申告等データを
作成・送信

ｅ-Taxの
ID・パスワード

マイナンバー
カード

ICカード
リーダライタｅ-Taxの開始

届出書の提出

税務署で職員との
対面による本人確認 ID・パスワード

方式専用
ID・パスワード
方式専用

申告時に準備するもの

事前準備 申告時

現行方式ではID・パスワードに加え、マイナンバーカード・ICカードリーダライタによる本人認証が必要。
⇒平成31年１月からは以下のような簡便な方式の利用も可能に。

○ マイナンバーカード方式

マイナンバーカードを用いてマ
イナポータル経由又はe-Taxホー
ムページなどからe-Taxへログイ
ンするだけで、より簡単にe-Tax
の利用開始、申告等データの作
成・送信を可能に。（マイナン
バーカードの電子証明書を活用）

○ ID・パスワード方式

マイナンバーカード及びICカー
ドリーダライタをお持ちでない方
でも、税務署で職員との対面によ
る本人確認に基づいて税務署長が
通知したe-Tax用のID・パスワー
ドのみで、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」か
らｅ-Taxによる送信が可能に。

※ マイナンバーカードの読取が可能なスマホでもマイナンバーカード方式が利用可能に。（マイナ
ンバーカードの電⼦証明書を活用） 【平成32（2020）年１⽉から実施予定】

※

e-Taxの認証手続の簡便化
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0

マイナンバー
カードで認証

証明書データを
自動で取得・自動転記

確定申告書等作成コーナーを利⽤
e-Tax送信

納税者

①

②

③ ④

⑤

⺠間企業

⾏政機関等

・医療費データ等

・保険料控除証明書データ
・年末残⾼証明書データ

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
開
設

■ 年末調整控除申告書作成システムについ
ても、確定申告書等作成コーナーと同様、マ
イナポータルから必要な情報を入手し、その
データを活用して、控除申告書を作成・送信。
（平成32（2020）年10月～）（※）

（※）実施に当たっては、連携先機関等との所要の調整等が前提。

確定申告書等作成コーナーのマイナポータルとの連携イメージ

【平成33(2021)年１月～（予定）】（※）

確定申告・年末調整手続の電子化①
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年 末 調 整
控 除 申 告 書
作 成 シ ス テ ム

保 険 料 控 除

申告書データ

保険会社 従業員 勤務先

保 険 料 控 除

証明書データ

ＩＣＴの活用による年末調整手続の簡便化のため、年末調整控除申告書作成システム（※）を提供。

【平成32（2020）年10月導入予定】
・国税庁ホームページからアプリケーションを無料ダウンロード。

→ 控除証明書等のデータを取り込めば、所定の項目に自動転記（簡便・正確に申告書データを作成）。
→ 内容確認後、そのまま勤務先にオンライン提出可能。

※ システムの仕様公開を通じ、民間ベンダー等によるシステム開発も促進。

保険会社従業員 勤務先

平成32（2020）年10月～現状（これまで）

書面で送付された控除
証明書等から、手作業
で控除申告書を作成。

検算や書類保管
が必要。

保 険 料 控 除

証明書データ

検算や書類保管に
伴う負担が軽減。

控除証明書等が書面で
送付された場合も、内
容をシステムに入力す
ることで利用可能。 住宅ローン控除の申告書も、同様の流れで完了。

年 末 調 整

控 除 申 告 書

作成システム

年末調整手続の電子化・簡便化

確定申告・年末調整手続の電子化②
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【税務署】

【案内対象者】

説明会
の情報

記帳・決算説明会を実施している
旨等をマイナポータルへ通知する。

マイナポータルへ
情報を格納

〒

説明会
開催案内

案内状等を送付

【国税庁】

現 状

○ 各種説明会の案内を、マイナポータルの「お知らせ」機能に通知することにより、
納税者は、他の行政機関等からの情報と併せて閲覧が可能となる。
⇒マイナポータルの利便性を享受。

【具体例：各種説明会の案内】

○ 将来的には、申告時期の案内等、納税者の個々のニーズに沿ったタイムリーな情報
配信を実現。 【平成38（2026）年までに実施】

マイナポータル等を通じたカスタマイズ型の情報配信

確定申告・年末調整手続の電子化③
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これまで縦割り・バラバラだった手続をマイナポータルを活用してワンストップ化を実現。

－平成31（2019）年度中：設立後の手続についてワンストップサービスを開始。

－平成32（2020）年度中：定款認証・設立登記も含めたワンストップサービスを開始。

上記施策と並行し、従業員のライフイベントに伴い企業が行う社会保険・税手続のオンライン・ワンストップ化及

びワンスオンリー化を目指す。

－平成30（2018）年度中：企業と行政機関との間でのデータ連携を通じて、各種手続における企業からの情報の重複提

供を不要としワンスオンリー化を実現するためのシステム整備を進めるべく、ロードマップを策定。

－平成32（2020）年度～：従業員のライフイベントに伴う手続のオンライン・ワンストップ化を順次開始。

○ 法人設立オンライン・ワンストップ

○ 企業が行う従業員の社会保険・税手続のオンライン・ワンストップ

手続のワンストップ化

ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ

これまでの手続 今後目指すサービス

マイナポータルを通じ、必要情報を各手続が共有
法⼈共通認証基盤との連携(設⽴後手続)

マイナポータル

申請者

公
証
⼈

法
務
局

税
務
署

都
道
府
県

市
町
村

税
事
務
所

労
基
署

ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク

年
金

事
務
所

健
康
保

険
組
合

内閣府大臣官房番号制度担当室作成資料（一部抜粋）
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○ 大法人(※１)は、法人税・消費税等の納税

申告書及び添付書類の提出を電子的に行わ

なければならないこととする。

(※１)内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の
額等が１億円を超える法人など

○ 経済社会のＩＣＴ化等を踏まえ、政府全体として行政手続の電子化を進めてきているが、国税の電子申告

の普及は道半ばの状況。（平成28年度の利用率：法人税申告 79.3％(法人税申告のうち大規模法人 56.9％)、所得税申告

53.5％）

○ こうした中、官民あわせたコストの削減や企業の生産性向上を推進する観点から、申告データを円滑に電

子提出できるよう環境整備を進めつつ、まずは大法人について、電子申告の義務化を図る。

（平成32(2020)年４月１日以後開始する事業年度について適用）

○ 中小法人については、電子申告利用率85％以上という目標達成に向け、未利用者や税理士への利用勧奨等

を行う。

○ 電子的な提出が困難と認められる一定の事

由があるとき(※２)は、税務署長の承認に基

づき、例外的に書面による申告書等の提出

を可能とする。

(※２)サイバー攻撃、災害、経営の破綻等により、
インターネットが利用できず電子申告ができない
場合

大法人の電子申告義務化 申告データの円滑な電子提出のための環境整備

① 提出情報等のスリム化

・ 第三者作成書類の見直し（土地収用証明書等の添付省略・保存要件化、
送信するイメージデータの紙原本の保存不要化）

・ 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化（運用）

② データ形式の柔軟化

・ 別表（明細記載を要する部分）・財務諸表・勘定科目内訳明細書の
データ形式の柔軟化（CSV）

③ 提出方法の拡充

・ 添付書類の光ディスク等による提出
・ 電子申告の送信容量の拡大（運用）

④ 提出先の一元化（ワンスオンリー化）

・ 国・地方を通じた財務諸表の電子提出の一元化
・ 連結法人に係る個別帰属額届出書の電子提出の一元化等

⑤ 認証手続の簡便化

・ 法人の認証手続の簡便化（経理責任者の電子署名の不要化、代表者から
委任を受けた者の電子署名による電子申告を可能とする）

電子申告の普及促進
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行政機関間のデータ連携拡大

○ また、近年、納税者利便の一層の向上のため、以下のように、従来の手続や運用の見直しも行いつつ、国税・地方

税に共通するデータを一括提出できる仕組み等の検討・整備に取り組んでいる。

・ 法人納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出手続の電子的提出の一元化。（平成31年度実施に向けて総務省と検討中）
・ 法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除。（平成31年度実施に向けて総務省と検討中）
・ さらに、個人納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出手続についても、地方税当局のデータ様式

の統一化等の検討状況を踏まえ、データの一括作成及び電子的提出の一元化を可能とするよう引き続き検討。

○ 国・地方を通じた財務諸表の提出先の一元化。（平成32（2020）年４月実施（平成30年度改正））
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○ 電子帳簿等保存制度

帳簿（仕訳帳等）及び国税関係書類（決算関係書類等）のうち、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものにつ
いては、税務署長の承認を受ければ、一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が可能（平成10年度税制改正で創設）。

○ スキャナ保存制度

決算関係書類を除く国税関係書類（取引の相手方から受領した領収書・請求書等）については、税務署長の承認を受ければ、一定の要件の下で、
スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、当該書類の保存に代えることが可能（平成17年度税制改正で創設）。

○ 真実性の確保
・訂正・加除履歴の確保
・帳簿間での記録事項の相互関連性の確保

○ 可視性の確保
・見読可能装置の備付け
・システム関係書類の備付け
・検索機能の確保

○ 真実性の確保
・入力期間の制限
・一定水準以上の解像度及びカラー画像での読取り
（一般書類は、グレースケール可）

・タイムスタンプ
・適正事務処理要件（重要書類の場合）

○ 可視性の確保

・帳簿との相互関連性の確保
・見読可能装置の備付け
・システム関係書類の備付け
・検索機能の確保

主な要件記帳

電子帳簿等

スキャナ保
存

スキャン

受領

領収
書・請
求書等

平成27年度税制改正：スキャナ保存制度の対象拡大・要件の見直し
（3万円以上の領収書等を対象に追加等）

平成28年度税制改正：スキャナ保存制度の要件緩和
（スマホ等による社外における読取りを認容等）

○ 電子帳簿等保存制度の利用を促進し、事業者の文書保存に係る負担を軽減。

○ 企業等のニーズを踏まえ、電子帳簿やスキャナ保存の活用が促進されるような見直しを検討。
（平成31年度税制改正以降）

電子帳簿等保存制度の利用促進
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短期的取組み

○ QRコードを利用したコンビニ納付の導入
自宅等において、確定申告書等作成コーナー等から納付に必要な情報をＱＲコード

として出力することで、コンビニでの納付手続が可能に。
※ QRコード（PDF）をスマホに表示させて手続も可能。

【平成31年１月導入】

これまでの取組み

○ インターネットバンキングなどを利用した電子納税【平成16年６月導入済】
○ コンビニ納付 【平成20年１月導入済】
○ ダイレクト納付 【平成21年９月導入済】

※ ダイレクト納付とは、あらかじめ預貯金口座の情報を記載した利用届出書を提出することで、e-Taxを利用し

て申告した後、簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付できる手続。

○ クレジットカード納付 【平成29年１月導入済】

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標。

中長期的取組み

○ 平成31（2019）年10月に全地方団体が電子納税を共同で収納する仕組みを導入予定である
ことから、これを踏まえ、国と地方団体が協力して利用勧奨することで、納付のキャッシュレス
化を推進。

○ 情報技術の今後の動向を見据えながら、納付手段の更なる多様化によるキャッシュレス化
の推進（窓口納付の縮減）について検討。

【順次実施】

納付のキャッシュレス化推進
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その他の税務手続の電子化に向けた取組状況 
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免税店における免税販売手続の電⼦化

改
正
前

改
正
後

①パスポート等の提示

（国外）

税関

税関

免税店

外国人
旅行者

免税店

外国人
旅行者

国税
システム

外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの効率化を図り、外国人旅行消費の

より一層の活性化と地方も含めた免税店数の更なる増加を図る観点から、免税販売手続（購入記録票の提出

等）を電子化する。

（注）平成32年（2020年）４月１日以後に行う免税販売について適用する。
ただし 、紙手続との併存期間を１年半設ける（平成33年（2021年）９月30日まで）。

②「購入者誓約書」の提出

出国⑤´パスポート等の提示
①パスポート等の提示

（国内）

④ ´購入記録情報（電磁的記録）の提供

出国⑤購入記録票の提出

③パスポートの写しの提出

※100万円超の一般物品の場合

※②、③の手続は廃止

④購入記録票の旅券等への貼付（割印）

平成30年度改正
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相続税
申告書

書面による
提出のみ

相続税申告書の電子化

○ 現状では、相続税の申告については書面による提出しかできず、税務署におい
て、入力事務、書類の管理事務が発生している。

○ 平成3１（2019）年10月を目途に、相続税申告に係る代表的な帳票について、イ
ンターネット経由（e-Tax）で受け付けることを可能とし、納税者の利便性向上及び
事務の効率化を図る。

現状

相続税
申告書

今後

申告書提出手
段の多様化
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